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毛
利
家
家
臣
に
よ
る
知
行
地
支
配
の
基
礎
的
考
察 

　
―
永
代
家
老
益
田
家
を
例
と
し
て
―

重　

田　

麻　

紀

要
旨　
本
稿
は
、
地
域
史
と
い
う
視
点
を
意
識
し
つ
つ
、
長
州
藩
毛
利
家
の
永
代
家
老
益
田
家
に
つ
い
て
、
益
田
か
ら
須
佐
へ
の
移
封
経
緯
お
よ
び
、
家
臣
団
・

領
地
経
営
の
基
礎
的
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
藩
と
益
田
家
の
関
係
に
お
け
る
特
異
性
を
見
い
だ
し
、
藩
政
に
位
置
付
け
る

こ
と
を
狙
い
と
し
た
。

　

益
田
家
は
中
世
よ
り
須
佐
の
あ
る
阿
武
郡
を
領
有
す
る
時
期
が
あ
っ
た
が
、「
海
洋
領
主
的
性
格
」
を
持
つ
益
田
家
に
と
っ
て
、
良
港
で
あ
る
須
佐
は
大
変
魅

力
的
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
知
行
替
が
実
施
さ
れ
る
際
の
候
補
地
の
一
つ
と
し
て
名
前
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
関
ケ
原

の
戦
い
後
に
移
封
し
た
際
の
領
地
決
め
に
お
い
て
、
提
示
さ
れ
た
山
陽
側
を
断
り
、
石
見
境
を
希
望
し
、
毛
利
家
が
そ
れ
を
許
可
し
た
こ
と
の
二
点
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
益
田
家
が
意
図
的
に
阿
武
郡
を
選
ん
だ
と
い
う
戦
略
的
側
面
、
毛
利
家
に
よ
る
益
田
家
の
優
遇
と
い
う

二
つ
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
移
封
後
の
益
田
家
は
、
六
〇
〇
家
を
超
え
る
家
臣
と
そ
の
一
族
を
居
住
さ
せ
る
た
め
、
須
佐
村
お
よ
び
領
地
を
開
発
し
た
。「
四
組
」
と
呼
ば
れ
る
禄

高
の
低
い
家
臣
や
中
間
に
は
、
須
佐
で
は
な
く
領
地
内
の
石
見
国
境
に
配
置
し
て
、
自
給
自
足
の
生
活
を
さ
せ
る
と
同
時
に
国
境
防
衛
の
役
割
も
担
わ
せ
た
。

益
田
家
の
当
主
は
藩
主
の
側
近
と
し
て
常
に
須
佐
を
離
れ
て
活
動
す
る
た
め
、
領
地
運
営
に
つ
い
て
は
家
臣
が
担
い
、「
末
家
」
の
三
家
も
携
わ
っ
て
い
た
。
領

内
で
た
び
た
び
勃
発
し
た
家
臣
同
士
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
末
家
が
深
く
介
入
し
、
益
田
家
当
主
が
直
接
責
任
を
負
う
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
、
益
田
家
は
移
封
当
時
か
ら
毛
利
家
か
ら
優
遇
さ
れ
る
立
場
で
あ
り
、
領
地
内
に
お
い
て
紛
争
が
起
こ
っ
た
際
も
益
田
家
が
責
務
を
負
う
こ
と
は
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
近
世
を
通
じ
て
保
た
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
さ
に
こ
の
関
係
性
こ
そ
が
一
番
の
特
異
性
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。
一
方
、

領
政
に
お
い
て
は
、
家
臣
と
末
家
が
実
権
を
握
り
、
益
田
家
当
主
と
は
主
従
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
忌
憚
な
い
意
見
を
交
換
で
き
る
間
柄
だ
っ
た
こ
と
も
判
明
し

た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
地
域
史
、
長
州
藩
家
臣
団
、
永
代
家
老
益
田
家
、
知
行
地
経
営
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は
じ
め
に

　

一
、
研
究
史
の
概
観

　

本
論
考
は
、
長
州
藩）

1
（

毛
利
家
の
永
代
家
老
で
あ
っ
た
益
田
家
の
家
臣
団）

2
（

と
知

行
地
（
＝
領
地）

（
（

）
に
つ
い
て
、
基
礎
的
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
益
田
家
移
封
の
経
緯
や
領
地
経
営
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

で
、
藩
と
の
関
係
性
・
特
異
性
を
見
出
す
一
材
料
と
し
た
い
と
考
え
る
。

　

毛
利
家
の
家
臣
団
は
、
一
門
六
家
を
筆
頭
に
、
永
代
家
老
二
家
（
八
家
を
合

わ
せ
て
、
一
門
八
家
と
称
す
）、
六
〇
家
ほ
ど
あ
る
重
臣
の
寄
組
、
以
下
大
組
・

馬
廻
組
・
船
手
組
・
寺
社
組
な
ど
か
ら
な
る
。
一
万
石
前
後
を
禄
高
と
す
る
一

門
八
家）

（
（

や
そ
れ
に
次
ぐ
禄
高
の
寄
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
家
臣
団
を
持
ち
、
地
方

知
行
を
お
こ
な
っ
て
い
る）

5
（

。
益
田
家
は
一
万
二
〇
六
三
石
余
の
禄
高
で
、
知
行

地
は
現
在
の
山
口
県
萩
市
東
部
地
域
、
当
時
の
須
佐
村
を
中
心
と
す
る
一
帯
で

あ
っ
た
。
関
ケ
原
の
戦
い
の
後
、
毛
利
家
の
長
門
・
周
防
へ
の
減
封
と
と
も

に
、
約
四
〇
〇
年
間
拠
点
と
し
た
石
見
国
益
田
か
ら
移
封
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
の
須
佐
村
は
小
さ
な
港
町
で
あ
り
、
益
田
家
と
家
臣
た
ち
が
移
り
住
ん

だ
こ
と
で
様
子
は
一
変
す
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、「
四
組
」
と
呼
ば
れ
る
下

級
家
臣
に
つ
い
て
の
分
析）

（
（

や
、
家
臣
が
二
分
し
て
領
政
に
つ
い
て
争
っ
た
「
須

佐
騒
動
」
な
ど
を
取
り
上
げ）

7
（

、
益
田
家
と
家
臣
の
関
係
性
、
お
よ
び
毛
利
家
と

益
田
家
の
関
係
性
に
つ
い
て
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
益
田
家
が
領
有
し
た
地
域

は
旧
領
の
石
見
国
境
で
も
あ
り
、
四
組
の
設
置
は
国
境
防
衛
的
な
観
点
か
ら
も

な
さ
れ
た
と
同
時
に
、
禄
高
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
下
級
家
臣
の
自
給
自
足

の
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、「
須
佐
騒
動
」
の
検
討
か
ら

は
、
家
臣
が
益
田
家
に
対
し
て
一
定
の
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
毛
利
家

が
で
き
る
だ
け
益
田
家
の
領
政
に
関
与
し
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
論
考
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
が
、
近
世
の
益
田
家
と
家

臣
、
須
佐
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
は
非
常
に
少
な
く
、
自
治
体
史）

（
（

で
も
概

説
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
久
留
島
典
子
氏
が
代
表
と
な
っ
た
共

同
研
究）

（
（

に
お
い
て
、
近
世
の
益
田
家
文
書
目
録
が
公
開
さ
れ
、
少
し
ず
つ
目
を

向
け
ら
れ
て
い
る
状
況
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
益
田
家
に
つ
い
て

は
、
当
主
が
当
役
・
当
職
な
ど
藩
の
重
職
を
勤
め
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
ど
う

し
て
も
「
長
州
藩
に
お
け
る
役
割
」
に
着
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
幕
末
期
の
当

主
、
益
田
親
施
に
つ
い
て
は
、
上
田
純
子
氏
が
「
改
革
派
」
と
捉
え
て
学
問
的

背
景
ま
で
追
求
し
た
画
期
的
な
論
考）

（1
（

は
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
「
禁
門
の
変
の

責
任
を
負
っ
て
切
腹
し
た
家
老
の
一
人
」
と
い
う
位
置
付
け
を
脱
し
得
な
い
。

　

一
方
で
、
中
世
の
益
田
氏）

（（
（

に
関
連
す
る
研
究
は
、
こ
こ
で
列
挙
す
る
ま
で
も

な
く
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
史
料
集
の
出
版）

（1
（

も
盛
ん
で

あ
る
し
、
近
年
で
は
共
同
研
究）

（1
（

も
お
こ
な
わ
れ
、
益
田
と
い
う
地
域
へ
の
関
心

も
高
ま
っ
て
い
る
。
中
世
と
近
世
の
比
較
、
連
続
性
と
断
絶
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
も
、
今
後
さ
ら
に
近
世
の
研
究
、
特
に
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

基
礎
的
事
項
か
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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二
、
萩
市
東
部
地
域
研
究
の
現
状

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
本
論
に
入
る
の
だ
が
、
今
回
の
特
集
に
際
し

て
、
対
象
地
域
の
現
状
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
萩
市
東
部
地
域
、
特
に
益
田
家
が
領
政
の
中
心
と
し
た

須
佐
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
現
状
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
研
究
素
材
と
な

る
近
世
文
書
は
か
な
り
の
量
が
残
さ
れ
て
い
る
。
領
主
で
あ
る
益
田
家
の
近
世

文
書
は
領
地
支
配
関
係
も
あ
る
が
、
藩
の
重
臣
だ
っ
た
故
に
藩
と
の
関
係
や
永

代
家
老
家
と
し
て
の
文
書
の
割
合
が
多
い
。
領
地
支
配
を
知
る
う
え
で
不
可
欠

と
な
る
家
臣
の
文
書
は
、
萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館）

（1
（

や
個
人
が
所
蔵
な
ど
大

変
豊
富
で
あ
り
、
ま
た
、
今
回
は
活
用
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
庄
屋
家
に

伝
わ
る
文
書
群）

（1
（

も
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
地
方
に
着
目
し
た
研
究
も
十
分
可

能
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
、
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
須
佐
郷
土
史
研
究
会
東
京
支
部
の
活

動
を
挙
げ
る
。
現
地
で
は
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
み
、
資
料
の
保
存
・
活
用
な

ど
に
限
界
が
あ
る
中
、
東
京
支
部
の
会
員
に
よ
っ
て
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
の

近
世
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
検
索
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
会

員
は
須
佐
地
域
ゆ
か
り
の
関
東
在
住
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
毎
年
資
料

館
へ
通
い
資
料
整
理
・
撮
影
を
し
、
毎
月
開
催
す
る
研
究
会
に
お
い
て
資
料
を

活
用
し
た
研
究
や
翻
刻
作
業
を
お
こ
な
い
会
誌）

（1
（

に
発
表
し
て
お
り
、
遠
方
か
ら

で
も
地
域
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
は
東
京
在
住
な
が
ら
、

二
〇
一
九
年
度
よ
り
萩
市
か
ら
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
の
特
別
学
芸
員
に
委
嘱

さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
的
に
み
て
も
あ
ま
り
例
が
な
い
試
み
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
初
年

度
に
は
限
ら
れ
た
現
地
で
の
活
動
日
数
で
あ
っ
た
が
、
企
画
展
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
ど
ち
ら
も
予
想
以
上
の
来
場
数
と
な
っ
た
。
予
算
的
に
学
芸
員
の

設
置
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
地
域
研
究
の
担
い
手
が
い
な
か
っ
た
り
、
と
い
う

地
域
は
今
後
増
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
し
く
な
い
。
地
域
で
の

直
接
の
活
動
日
数
は
多
く
な
く
と
も
、
地
域
と
の
交
流
・
協
力
、
そ
し
て
住
民

の
歴
史
へ
の
関
心
を
掘
り
起
こ
す
活
動
が
遠
方
か
ら
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を

設
置
の
意
義
と
し
て
示
し
つ
つ
、
現
状
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

第
一
章　

移
封
以
前
に
お
け
る
益
田
氏
の
概
観

　

一
、
御
神
本
氏
か
ら
益
田
氏
へ

　

益
田
氏
の
祖
は
、
藤
原
一
族
で
あ
っ
た
国
兼
と
さ
れ
る
。（
系
図
・
事
績
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
り）

（1
（

）
永
久
年
間
（
一
一
一
三
～
一
八
）
に
石
見
国
の
国
司
と

し
て
赴
任
、
任
期
後
も
同
地
に
留
ま
り
、
御
神
本
姓
を
名
乗
っ
た
。
国
兼
は
石

見
各
地
の
荘
園
に
権
力
を
拡
大
、
二
代
兼
真
・
三
代
兼
栄
と
、
更
な
る
権
力
拡

大
を
は
か
っ
た
。

　

四
代
兼
高
は
、
源
平
抗
争
の
な
か
で
源
氏
方
に
つ
き
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
戦

功
を
あ
げ
、
石
見
国
全
域
に
わ
た
る
領
地
を
賜
っ
た
。
そ
し
て
、
一
二
世
紀
末

に
は
益
田
へ
移
り
七
尾
城
を
築
き
、
益
田
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。
益
田
氏

は
、
こ
こ
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
の
約
四
〇
〇
年
間
、
益
田
を
拠
点
と
し
、

相
次
ぐ
合
戦
の
な
か
、
岸
田
裕
之
氏
が
指
摘
す
る
「
海
洋
領
主
的
性
格）

（1
（

」（
流

通
貿
易
に
よ
っ
て
経
済
力
を
高
め
る
）
を
持
つ
経
済
力
を
有
す
る
領
主
と
し
て

勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
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二
、
阿
武
郡
の
領
有

　

益
田
氏
が
移
封
後
拠
点
と
し
た
須
佐
村
を
含
む
萩
市
東
部
地
域
は
阿
武
郡
と

呼
ば
れ
る
が
、
近
世
以
前
に
も
益
田
氏
が
こ
の
地
域
を
領
有
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。（【
第
一
図
】
を
参
照
の
こ
と
。）
天
文
二
二
年
（
一
五
五
三
）
頃
と
推
定

さ
れ
る
、
一
九
代
益
田
藤
兼
宛
「
大
内
義
長
預
ヶ
状）

11
（

」
に
は
、「
長
門
国
阿
武

郡
須
佐
郷
・
多
万
（
田
万
、
筆
者
註
）
郷
」、
そ
し
て
内
陸
に
入
っ
た
「
小
川

郷
」
が
藤
兼
に
預
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
永
禄
五

（
一
五
六
二
）
年
に
は
吉
見
氏
が
須
佐
を
攻
略
し
一
旦
失
う
が
、
永
禄
一
三
年

の
「
益
田
藤
兼
譲
状）

1（
（

」
に
よ
る
と
、
息
子
の
二
〇
代
元
祥
に
田
万
郷
や
萩
沖
の

見
島
な
ど
を
「
藤
兼
代
ヨ
リ
知
行
」
し
て
い
た
土
地
と
し
て
譲
り
渡
し
て
い

る
。
し
か
し
、「
須
佐
・
三
原
（
須
佐
よ
り
内
陸
の
地
域
、
筆
者
註
）
両
郡　

不
知
行
、
有
子
細
之
、
藤
兼
代
ゟ
知
行
」
と
あ
り
、
須
佐
地
域
に
つ
い
て
は
藤

兼
が
知
行
を
し
て
い
た
も
の
の
事
情
が
あ
り
元
祥
に
は
渡
っ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
お
そ
ら
く
係
争
地
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
一
旦
失
っ
た
須
佐
を
藤
兼
が
取
り
戻
し
て
お

り
、
交
易
、
特
に
日
本
海
交
易
に
重
き
を
置
く
益
田
氏
に
と
っ
て
、
須
佐
が
有

用
な
港
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　

三
、
毛
利
氏
と
の
関
係

　

同
盟
相
手
で
あ
っ
た
大
内
氏
が
滅
亡
し
た
弘
治
三
（
一
五
五
七
）
年
か
ら
、

益
田
氏
は
吉
見
氏
・
毛
利
氏
と
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。
藤
兼
は
毛
利
氏
と
の

関
係
改
善
を
探
り
、
永
禄
六
年
に
和
睦
、
同
一
一
年
に
は
元
就
の
居
城
で
あ
る

吉
田
郡
山
城
に
て
、
藤
兼
の
次
男
は
偏
諱
を
受
け
て
「
元
祥
」
と
な
っ
た）

11
（

。

第
二
章　

益
田
氏
の
須
佐
移
封

　

一
、
知
行
替
の
危
機
と
阿
武
郡
へ
の
意
識

　

豊
臣
政
権
の
下
、
毛
利
輝
元
は
天
正
一
六
（
一
五
八
八
）
年
か
ら
検
地
を
実

施
、
家
臣
団
の
知
行
地
入
れ
替
え
に
着
手
す
る
が
、
益
田
氏
が
益
田
か
ら
離
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
、
輝
元
が
再
び
知

行
替
を
す
す
め
た
際
に
は
、
今
回
ば
か
り
は
不
可
避
で
あ
る
と
悟
っ
た
の
か
、

元
祥
は
輝
元
側
近
の
榎
本
元
吉
に
書
状）

11
（

を
出
す
。
こ
の
文
書
を
詳
細
に
分
析
し
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た
加
藤
益
幹
氏
に
よ
る
と）

11
（

、
元
祥
に
は
、
①
輝
元
の
意
向
を
事
前
に
知
り
た

い
、
②
自
身
の
希
望
の
地
を
事
前
に
伝
え
た
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
あ
た
か
も
知
行
替
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
前
提
で
、
で
き
得
る
限
り

自
分
の
意
向
に
沿
う
知
行
替
に
し
た
い
と
い
う
元
祥
の
戦
略
が
う
か
が
え
る
。

　

元
祥
が
希
望
し
た
の
は
、
石
見
国
那
賀
郡
、
そ
し
て
次
の
希
望
は
長
門
国
阿

武
郡
と
続
い
て
い
る
。
三
番
目
に
記
さ
れ
た
、
石
見
国
吉
賀
郡
と
周
防
国
玖
珂

郡
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
地
は
益
田
か
ら
近
く
、
加
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

現
在
抱
え
て
い
る
家
臣
を
連
れ
て
い
き
や
す
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
近
世

以
降
も
、
家
臣
た
ち
は
自
ら
を
「
石
州
以
来
」・「
古
格
」
な
ど
、
益
田
か
ら
随

従
し
た
こ
と
を
事
あ
る
ご
と
に
記
し
て
い
る
が
、
元
祥
が
家
臣
団
維
持
に
こ
だ

わ
っ
た
こ
と
も
、「
下
々
不
残
つ
き
て
可
参
候
」
な
ど
の
記
述
か
ら
明
白
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
須
佐
を
含
む
阿
武
郡
に
つ
い
て
は
、「
悪
所
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
る
。
悪
所
と
は
農
作
物
が
育
て
に
く
い
地
と
い
う
意
味
合
い
で
あ

り
、
そ
れ
で
も
な
お
阿
武
郡
を
希
望
し
た
の
は
家
臣
団
の
こ
と
に
加
え
、「
海

洋
領
主
的
性
格
」
を
持
っ
た
益
田
氏
が
日
本
海
交
易
の
た
め
に
港
を
重
要
視

し
、
須
佐
な
ど
の
港
を
良
港
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

結
果
的
に
は
、
こ
の
時
点
で
の
知
行
替
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
元
祥
が
阿
武

郡
そ
し
て
須
佐
に
対
し
て
好
意
的
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ

う
。
一
番
目
に
挙
げ
た
石
見
国
那
賀
郡
は
浜
田
と
い
う
旧
領
が
あ
り
、
候
補
地

と
し
て
挙
が
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
二
番
目
に
「
悪
所
」
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
阿
武
郡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
は
須
佐
で
あ
っ
た
、
と
断

定
す
る
の
は
拙
速
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

二
、
毛
利
氏
の
減
封
と
元
祥
の
動
向

　

知
行
替
が
検
討
さ
れ
た
翌
慶
長
五
年
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
毛
利
輝
元
は
西
軍

の
総
大
将
と
な
り
敗
北
、
改
易
は
回
避
で
き
た
も
の
の
、
所
領
は
八
か
国
か
ら

周
防
・
長
門
二
か
国
と
な
り
、
大
幅
な
減
封
と
な
っ
た
。

　

こ
の
際
の
益
田
元
祥
の
動
向
に
つ
い
て
は
「
牛
庵
一
代
御
奉
公
覚
書）

11
（

」
に
詳

し
い
。
元
祥
の
事
績
を
綴
っ
た
大
変
長
文
か
つ
有
名
な
史
料
で
あ
る
が
、
改
め

て
部
分
的
に
紹
介
し
た
い
。

　
「
大
御
所
様
御
内
証
之
由
候
而
、
大
久
保
石
見
殿
・
彦
坂
小
刑
部
殿
よ
り
、

数
寄
者
少
庵
を
使
ニ
而
被
申
候
ハ
、
輝
元
二
ヶ
国
之
御
身
上
に
て
ハ
、
余
人
も

入
申
間
敷
候
、
河
内
を
付
候
て
、
輝
元
へ
相
届
、
玄
蕃
事
ハ
石
見
ニ
居
留
リ
御

奉
公
申
上
候
へ
、
然
者
、
先
知
行
不
残
可
被
下
通
被
仰
出
候
」

　

大
御
所
（
徳
川
家
康
）
の
内
々
の
意
向
を
大
久
保
石
見
（
長
安
）
と
彦
坂
小

刑
部
（
元
正
）
が
使
い
を
寄
越
し
て
伝
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
輝
元
が
減
封
と
な
り
家
臣
を
抱
え
る
こ
と
も
難
し
い
だ
ろ
う
か
ら
、
河

内
（
元
祥
の
次
男
益
田
景
祥
）
を
毛
利
に
従
わ
せ
、
玄
蕃
（
元
祥
）
自
身
は
石

見
に
残
る
よ
う
に
と
勧
め
、
さ
ら
に
従
来
通
り
の
知
行
も
安
堵
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
家
康
が
、
元
祥
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
も
、
毛
利
を
警
戒
し

自
分
の
配
下
に
置
く
こ
と
を
画
策
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
元
祥
は
そ
の
提

案
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
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「
如
御
意
、
輝
元
当
分
人
も
入
不
申
節
候
、
其
上
我
々
事
、
毛
利
家
譜
代
に

て
も
無
之
候
、
石
見
之
国
付
之
者
ニ
而
御
座
候
条
、
居
留
り
御
奉
公
可
申
上
候

へ
共
、
近
年
輝
元
大
分
之
知
行
を
く
れ
被
置
候
条
、
其
恩
送
り
ニ
、
一
身
之
仕

合
に
て
も
、
此
砌
者
可
相
届
覚
悟
候
条
、
其
御
理
被
仰
上
候
而
被
下
候
へ
と
、

返
事
申
て
候
」

　

そ
し
て
、
家
康
が
言
う
こ
と
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
な
お
か
つ
自
身
は
毛
利

譜
代
の
家
臣
で
は
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
、
輝
元
が
知
行
安
堵
し
て
く
れ
た
恩

が
あ
る
の
で
毛
利
に
従
う
と
、
石
見
に
残
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
再
度
大
久
保
長
安
よ
り
説
得
が
あ
っ
て
も
翻
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ

と
も
後
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

元
祥
は
、
先
の
知
行
替
に
際
し
て
も
難
色
を
示
し
た
通
り
、
益
田
か
ら
離
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
は
お
ら
ず
、
家
康
か
ら
の
提
案
は
悪
い
条
件
で
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
元
祥
が
提
案
を
拒
否
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
上
記
の
文
書
を
根

拠
と
し
、
輝
元
へ
の
恩
義
と
す
る
説
も
あ
る
が）

11
（

、
当
該
文
書
が
元
祥
の
事
績
を

称
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
他
の
要
素
に
も
目
を
向
け
た
い
。
か
つ

て
父
親
の
藤
兼
が
毛
利
と
の
和
睦
を
望
み
、
元
祥
自
身
も
知
行
替
で
希
望
を
最

大
限
伝
え
つ
つ
も
、
輝
元
に
従
お
う
と
し
た
姿
勢
か
ら
は
、
毛
利
と
の
関
係
の

中
で
自
分
た
ち
が
生
き
抜
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
毛
利

へ
の
畏
怖
や
戦
略
的
選
択
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま

た
、
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
毛
利
に
随
従
し
た
こ
と
は
、
近
世
を
通
じ
て
永

代
家
老
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
き
、
藩
政
の
中
枢
に
あ
り
続
け
た
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
選
択
に
よ
り
益
田
家
は
存
続
し
得
た
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
輝
元
は
元
祥
宛
の
書
状
で
こ
の
決
断
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い

る）
11
（

。

　
「
今
度
中
国
替
目
之
節
、
大
久
保
石
見
守
を
以
、
其
方
之
儀
、
従
公
儀
本
領

可
被
遣
置
之
通
、
再
三
上
意
候
処
、
御
理
被
申
、
此
方
江
被
相
届
候
段
、
大
石

州
直
ニ
被
申
候
、
乍
勿
論
、
無
二
之
覚
悟
、
於
当
家
永
々
不
可
有
忘
却
候
、
仍

為
其
賞
千
石
之
地
遣
之
置
候
、
誠
志
之
印
迄
候
、
猶
佐
石
・
井
四
郎
右
・
榎
中

可
申
候
、
恐
々
謹
言
」

　

元
祥
は
石
見
の
領
主
と
い
う
立
場
を
失
い
毛
利
の
一
家
臣
と
な
る
が
、
輝
元

に
強
く
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
優
位
な
立
場
で
の
随
従
は
、
そ
の
後
の
益
田
家
の

藩
内
で
の
処
遇
や
立
場
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

三
、
新
天
地
で
の
領
地
決
定

　

大
幅
な
領
地
縮
小
に
よ
っ
て
、
輝
元
は
一
族
や
重
臣
に
領
地
を
再
分
配
す
る

必
要
が
あ
り
、「
城
主
」
配
置
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
元
祥
に
対
し
て

提
示
さ
れ
た
の
は
「
右
田
、
益
田
河
内
、
荒
瀧
、
益
田
玄
蕃）

11
（

」
で
、
元
祥
を
荒

瀧
（
現
在
の
宇
部
市
）、
子
の
景
祥
を
右
田
（
現
在
の
防
府
市
）
に
置
く
と
い

う
案
で
あ
っ
た
。
元
祥
と
は
別
に
景
祥
も
一
領
地
を
与
え
る
こ
と
は
大
変
厚
遇

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
元
祥
は
こ
れ
を
「
歴
々
之
御
一
門
衆
を
被
差
置
候
而
、
四
ケ
所
之

内
二
ケ
所
、
我
々
親
子
ニ
可
有
御
預
ケ
之
通
、
外
聞
実
忝
次
第
、
可
申
上
様
無

御
座
候
、
併
御
一
門
衆
被
差
置
、
如
此
候
へ
は
、
已
来
皆
々
様
御
う
ら
ミ
を
も
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被
成
御
請
儀
候
条
、
只
御
一
門
衆
被
置
せ
尤
候
」
と
し
て
断
っ
て
い
る
。
建
前

上
は
御
一
門
を
差
し
置
い
て
二
か
所
を
預
る
の
は
申
し
訳
な
い
、
と
い
う
理
由

だ
が
、
次
に
続
く
部
分
を
み
る
と
単
純
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
な
い
こ
と

が
判
る
。「
然
者
石
見
境
之
儀
、
于
今
御
心
当
も
無
之
候
条
、
是
ヲ
私
親
子
之

知
行
一
所
ニ
御
配
候
て
被
成
御
預
ケ
候
ハ
ヽ
、
随
分
自
然
之
時
、
立
御
用
候
様

ニ
と
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
提
案
さ
れ
た
二
か
所
の
代
わ
り
に
ま
だ
誰
を
置

く
か
決
ま
っ
て
い
な
い
石
見
境
（
阿
武
郡
）
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二

か
所
も
預
か
る
の
は
申
し
訳
な
い
と
述
べ
、
一
門
衆
か
ら
み
る
と
い
わ
ゆ
る
僻

地
の
石
見
境
を
望
ん
で
い
る
こ
と
で
、
輝
元
や
一
門
に
対
す
る
遠
慮
・
配
慮
と

評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
石
見
境
、
つ
ま
り
阿
武
郡
こ
そ
が
元
祥
が
望
ん
で

い
た
領
地
で
あ
っ
た
。
前
述
の
知
行
替
に
際
し
て
の
書
状
で
も
指
摘
し
た
通

り
、
防
長
二
国
の
な
か
で
は
最
も
益
田
に
近
く
、
家
臣
団
を
随
従
し
や
す
い
土

地
で
、
な
お
か
つ
須
佐
の
よ
う
な
良
港
が
あ
る
地
域
は
、
提
示
さ
れ
た
二
か
所

よ
り
も
元
祥
に
と
っ
て
魅
力
的
な
地
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
輝
元
は
元
祥
の

意
見
を
聞
き
入
れ
、
石
見
境
を
元
祥
・
景
祥
親
子
に
与
え
る
こ
と
に
決
定
し

た
。

　

元
祥
は
領
地
の
中
心
を
須
佐
、
景
祥
の
領
地
を
須
佐
と
隣
り
合
う
江
崎
村

（
須
佐
と
同
様
、
良
港
と
い
わ
れ
る
江
崎
湾
が
あ
る
）
と
し
、
石
見
境
の
阿
武

郡
北
部
一
帯
が
領
地
と
な
り
、
慶
長
六
年
の
暮
れ
（
も
し
く
は
慶
長
七
年
初

頭
）、
家
臣
た
ち
を
随
従
し
須
佐
へ
移
封
し
た
。
寛
永
検
地
（
一
六
二
五
）
を

経
て
、
益
田
家
の
知
行
高
は
一
万
二
〇
〇
〇
石
余
と
確
定
す
る
。
輝
元
の
減
封

で
、
家
臣
団
も
知
行
高
を
大
幅
に
減
ら
さ
れ
る
中
、
益
田
家
は
移
封
前
の
慶
長

四
年
時
の
旧
石
高
一
万
一
五
九
八
石
余）

11
（

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
待
遇
と
な
っ

た
。

　

須
佐
へ
の
移
封
の
経
緯
を
概
観
す
る
と
、
す
で
に
領
地
決
め
の
段
階
で
益
田

家
に
対
す
る
優
遇
が
あ
っ
た
こ
と
、
元
祥
が
戦
略
的
に
阿
武
郡
を
領
地
と
し
た

こ
と
、
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。

第
三
章　

移
封
後
の
環
境
整
備

　

一
、
長
州
藩
に
お
け
る
益
田
家
の
位
置

　

毛
利
家
は
萩
を
居
城
と
し
、
初
代
藩
主
秀
就
の
も
と
家
臣
団
が
編
成
さ
れ
、

益
田
家
は
福
原
家
と
と
も
に
、
毛
利
家
一
門
六
家
に
次
ぐ
最
上
級
の
家
臣
で
あ

る
「
永
代
家
老
」
と
い
う
階
級
と
な
っ
た
。
当
主
は
代
々
、
萩
に
お
け
る
最
高

位
の
役
職
で
あ
る
当
職
、
藩
主
の
参
勤
交
代
に
従
い
江
戸
を
往
復
す
る
当
役
な

ど
、
藩
の
重
職
に
就
い
た
。

　

益
田
家
の
萩
屋
敷
は
三
か
所
あ
り
、
最
も
萩
城
に
近
い
堀
内
に
上
屋
敷
が
、

そ
の
ほ
か
浜
崎
に
蔵
屋
敷
（
下
屋
敷
）、
城
下
か
ら
外
れ
た
松
本
と
い
う
郊
外

に
山
屋
敷
を
構
え
た）

11
（

。
通
常
当
主
は
上
屋
敷
を
拠
点
と
す
る
が
、
例
外
的
に
山

屋
敷
に
住
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た）

1（
（

。

　

当
主
だ
け
で
は
な
く
、
益
田
家
家
臣
団
に
は
萩
で
執
務
す
る
も
の
が
お
り
、

責
任
者
は
「
萩
役
」（
萩
職
座
、
萩
当
役
、
萩
職
役
）
と
呼
ば
れ
た
。
彼
ら
の

役
割
は
当
主
の
補
佐
や
家
臣
の
統
括
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
萩
に
居
住
す
る
毛

利
家
家
臣
や
そ
の
陪
臣
と
の
交
流
・
情
報
交
換
も
大
切
な
役
割
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
家
臣
の
家
に
残
さ
れ
た
大
量
の
挨
拶
状
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る）

11
（

。
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一
方
、
領
政
の
中
心
地
で
あ
る
須
佐
に
当
主
が
訪
ね
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
領
地
経
営
は
家
臣
た
ち
へ
の
依
存
が
大
き
く
、
家
臣
た
ち
も
そ
の
自

覚
を
持
ち
積
極
的
に
参
画
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
須
佐
騒
動
」
の

よ
う
な
家
臣
同
士
の
対
立
が
生
じ
、
一
部
の
重
臣
が
領
政
に
関
与
で
き
な
く
な

る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
た）

11
（

。

　

二
、
須
佐
の
整
備

　

元
祥
は
領
政
の
拠
点
を
須
佐
村
に
お
い
た
。
時
代
は
下
っ
て
し
ま
う
が
、
天

保
期
に
作
成
さ
れ
た
「
防
長
風
土
注
進
案）

11
（

」
に
よ
る
と
、
広
さ
は
「
村
内
東
西

二
里
半
程
、
南
北
二
里
半
程
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
海
辺
多
ク
御
座
候
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
内
陸
に
は
三
原
地
域
・
野
頭
地
域
と
い
う
農

耕
地
帯
も
あ
っ
た
も
の
の
、
中
世
ま
で
は
漁
業
が
中
心
の
小
さ
な
港
町
で
あ
っ

た
。

　

元
祥
は
、
港
湾
と
し
て
の
須
佐
に
注
目
し
拠
点
に
選
定
し
た
が
、
益
田
家
と

家
臣
団
が
移
住
す
る
た
め
に
は
土
地
開
発
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。【
第

二
図
】
は
江
戸
時
代
後
期
～
末
期
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
、
屋
敷
の
所
有
者
名

と
面
積
が
書
き
込
ま
れ
た
須
佐
の
絵
図
で
あ
る
が
、
ま
ち
な
み
は
近
世
初
期
と

大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
絵
図
を
参
照
し
論
を
す
す
め

る
。
元
祥
は
、
萩
と
の
往
来
な
ど
に
海
路
を
使
用
す
る
こ
と
も
想
定
し
、
須
佐

川
の
河
口
付
近
に
屋
敷
を
築
造
（
現
在
の
萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
一
帯
）

し
、
裏
手
に
は
船
倉
を
用
意
、
屋
敷
は
益
田
時
代
の
拠
点
で
あ
る
三
宅
御
土
居

の
別
館
を
解
体
し
移
築
し
た）

11
（

（
第
二
図
右
上
）。
屋
敷
は
史
料
に
よ
り
「
御
田

屋
」・「
御
固
屋
」・「
益
田
館
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
当
主
一
族
の
住
ま
い
な
ど
の

私
的
空
間
の
ほ
か
、「
勘
場
」
と
呼
ば
れ
る
領
地
支
配
の
た
め
の
役
所
も
置
か

れ
た）

11
（

。
さ
ら
に
、
御
田
屋
の
周
り
に
家
臣
た
ち
の
屋
敷
も
軒
を
連
ね
、
さ
な
が

ら
城
下
町
の
様
相
を
呈
し
た
。
御
田
屋
か
ら
内
陸
側
に
は
武
家
屋
敷
（
第
二
図

中
央
か
ら
上
）、
海
側
に
は
漁
師
町
（
第
二
図
右
中
央
か
ら
右
上
）
が
形
成
さ

れ
た
が
、
こ
の
地
域
に
居
住
し
た
の
は
主
と
し
て
、
益
田
家
の
重
臣
で
あ
る
家

老
、
大
組
と
呼
ば
れ
る
上
士
、
手
廻
組
と
呼
ば
れ
る
中
士
の
家
臣
た
ち
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
外
の
家
臣
た
ち
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
説
す
る
。
ま

た
、
左
上
に
緑
・
茶
で
区
分
さ
れ
た
エ
リ
ア
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

田
・
畠
で
あ
り
所
有
者
と
広
さ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
所
有
者
を
み
る
と
大

部
分
を
大
組
が
占
め
て
お
り
、
領
内
の
農
村
地
帯
だ
け
で
な
く
須
佐
市
中
に
も

知
行
地
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

三
、
末
家
と
の
関
係

　

元
祥
の
嫡
子
広
兼
は
家
督
を
継
ぐ
こ
と
な
く
、
文
禄
四
（
一
五
九
五
）
年
に

亡
く
な
り
、
広
兼
の
子
で
あ
る
元
堯
が
益
田
家
の
近
世
に
お
け
る
二
代
目
の
当

主
と
な
り
、
永
代
家
老
家
で
あ
る
の
益
田
家
を
継
い
だ
。
元
祥
の
子
の
う
ち
、

次
男
景
祥
・
四
男
就
之
・
五
男
就
景
は
、
一
門
八
家
に
次
ぐ
階
級
の
寄
組
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
。

　

景
祥
は
、
は
じ
め
須
佐
の
隣
の
江
崎
村
に
領
地
を
得
た
が
、
藩
の
「
家
臣
に

二
浦
を
与
え
な
い
」
と
い
う
方
針
の
も
と
江
崎
村
は
蔵
入
地
と
な
り
、
良
港
で

あ
る
江
崎
湾
を
手
放
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
寛
永
検
地
で
山
口
宰
判
の
問
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【第二図】「須佐市中細見図」（近藤安弘氏所蔵）
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田
村
に
知
行
替
と
な
り
、
寄
組
六
二
家
の
う
ち
四
番
目
に
高
い
約
四
〇
九
六
石

の
禄
高）

11
（

を
得
た
（
通
称
問
田
益
田
家
）。
就
之
は
奥
阿
武
宰
判
木
与
村
・
宇
生

賀
村
な
ど
に
領
地
を
得
（
約
一
〇
八
六
石
）、
萩
城
下
の
東
田
町
に
屋
敷
を
構

え
た
。
七
代
就
雄
は
須
佐
騒
動
の
仲
裁
役
と
し
て
藩
に
任
ぜ
ら
れ
須
佐
に
赴
く

が
事
態
収
拾
が
で
き
ず
に
、
益
田
家
を
守
る
代
わ
り
に
全
責
任
を
取
ら
さ
れ
遠

慮
を
申
し
付
け
ら
れ
る
と
い
う
経
験
を
し）

11
（

、ま
た
そ
の
後
文
化
五
（
一
八
〇
八
）

年
に
は
、
困
窮
の
た
め
領
地
の
宇
生
賀
村
へ
在
郷
し
た）

11
（

。
平
安
古
益
田
家
と
い

う
通
称
は
明
治
以
降
の
屋
敷
地
に
由
来
す
る
。
就
景
は
小
郡
宰
判
陶
村
な
ど
に

領
地
を
得
（
約
一
〇
六
七
石
）、
萩
城
下
の
樽
屋
町
に
屋
敷
を
構
え
、
近
く
に

あ
っ
た
天
神
社
の
名
前
か
ら
多
越
益
田
家
と
呼
ば
れ
る
。

　

以
上
三
家
が
「
末
家
」
で
あ
る
。
頻
繁
に
家
臣
の
文
書
に
記
載
が
み
ら
れ
る

こ
と
が
証
左
す
る
よ
う
に
、
近
世
を
通
じ
て
益
田
家
と
は
密
接
な
か
か
わ
り
を

持
ち
続
け
た
。
江
戸
時
代
の
当
主
の
う
ち
、
二
六
代
就
賢
は
平
安
古
、
二
八
代

広
堯
は
問
田
か
ら
養
子
に
入
り
、
二
七
代
元
道
の
後
見
役
を
問
田
益
田
の
就
高

が
勤
め
た
。
末
家
は
、
益
田
家
の
家
系
的
存
続
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
直
接

領
政
に
も
関
与
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

第
四
章　

家
臣
団
と
分
限
帳
の
分
析

　

一
、
随
従
し
た
家
臣
団

　

元
祥
は
移
封
と
と
も
に
家
臣
団
の
再
編
を
お
こ
な
っ
た
。
移
封
前
か
ら
こ
だ

わ
り
続
け
て
い
た
、
家
臣
を
多
く
随
従
で
き
る
地
、
と
い
う
条
件
に
当
て
は

ま
っ
た
領
地
に
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
家
臣
を
連
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
「
従
石
見
御
家
来
組
分
并
人
付
之
帳）

11
（

」
に
は
、「
士
」
三
五
五
名
、「
卒
」

二
六
二
名
、
不
明
三
名
の
合
計
六
二
〇
名
の
家
臣
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
家
臣
だ
け
の
人
数
で
あ
り
、
史
料
中
に
「
此
外
又
内
之
者
有
之
」

と
注
釈
が
あ
る
よ
う
に
、
家
臣
の
家
人
や
妻
子
な
ど
一
族
の
者
は
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
含
め
る
と
、
須
佐
に
実
際
に
移
り
住
ん
だ
総
数
は
数

千
名
規
模
と
推
測
で
き
る
。

　

移
封
前
の
益
田
家
の
家
臣
団
の
規
模
で
あ
る
が
、
慶
長
四
年
以
前
に
記
さ
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
、
家
臣
の
人
名
を
書
き
上
げ
た
「
益
田
家
被
官
中
間
書
立

写）
1（
（

」
に
は
、
一
〇
一
五
名
の
家
臣
が
記
さ
れ
て
い
る
。
各
家
と
も
親
子
一
人
ず

つ
を
記
載
、
寺
社
・
中
間
・
職
人
も
記
載
さ
れ
、
先
の
史
料
と
条
件
が
違
い
単

純
比
較
は
で
き
な
い
が
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
家
臣
団
を
随
従
す
る
と
い
う
希

望
は
あ
る
程
度
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
、
家
臣
団
の
階
級

　

益
田
家
家
臣
団
は
、
士
分
が
家
老
（
老
臣
）・
大
組
（
上
士
）・
手
廻
組
（
中

組
、
中
士
）・
四
組
（
小
組
、
下
士
）
で
、
以
下
中
間
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
た
。

本
章
で
の
分
析
は
主
と
し
て
分
限
帳
を
用
い
る
が
、
益
田
家
の
分
限
帳
は
複
数

残
さ
れ
て
お
り
、
便
宜
的
に
番
号
を
付
し
て
お
く
。

①
「
須
佐
御
家
来
分
限
帳）

11
（

」　

人
名
比
定
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
中
～
後
期
の
作

成
と
推
定
。
地
方
知
行
・
浮
米
知
行
の
三
九
二
名
の
み
記
載
。

②
「
須
佐
益
田
家
分
限
帳）

11
（

」　
（
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
七
月
三
〇
日
益
田
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家
執
事
大
塚
音
熊
氏
に
よ
る
筆
写
）
人
名
比
定
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
後
半
（
幕

末
期
）
と
推
定
。
家
老
五
名
・
大
組
四
八
名
・
手
廻
組
九
六
名
・
四
組
一
〇
四

名
の
士
分
合
計
二
五
三
名
と
、
中
間
二
一
四
名
・
家
業
人
六
四
名
の
二
七
八

名
、
合
わ
せ
て
五
三
一
名
が
記
載
。

③
「
益
田
宇
右
衛
門
家
来
分
限
帳）

11
（

」　

明
治
初
頭
、
禄
制
の
改
革
後
。
家
老
五

名
・
大
組
四
八
名
・
手
廻
組
九
七
名
・
四
組
一
〇
九
名
の
士
分
合
計
二
五
九
名

と
、
中
間
二
一
一
名
・
家
業
人
六
〇
名
の
二
七
一
名
、
合
わ
せ
て
五
三
〇
名
が

記
載
。

　

三
、
家
臣
数
の
検
討

　

①
は
記
載
が
限
定
的
で
あ
る
た
め
除
外
し
、
移
封
当
初
お
よ
び
②
③
で
比
較

を
す
る
。
移
封
当
初
は
先
述
の
よ
う
に
六
二
〇
名
、
そ
し
て
②
江
戸
末
期
が

五
三
一
名
、
③
明
治
初
頭
が
五
三
〇
名
と
な
っ
て
お
り
、
②
③
で
は
若
干
内
訳

が
変
動
し
て
い
る
も
の
の
総
数
と
し
て
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
移
封
当
初
よ
り

九
〇
名
程
度
減
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
近
世
を
通
じ
て
多
く
の
家
臣
団
を
抱
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
防
長
回
天
史）

11
（

』
に
よ
る
と
陪
臣
の
数
に
は
規
定
が
あ
り
、
寛
永
期

（
一
六
二
四
～
四
四
）
に
は
「
一
〇
〇
石
に
二
人
三
分
」、
つ
ま
り
一
〇
〇
石
に

対
し
て
二
・
三
名
で
あ
り
、
天
保
期
（
一
八
三
〇
～
四
四
）
に
な
る
と
二
名
で

あ
っ
た
。
益
田
家
の
石
高
（
一
万
二
〇
〇
〇
石
と
し
て
概
算
）
で
計
算
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
二
七
六
名
・
二
四
〇
名
が
規
定
数
と
な
り
、
実
数
の
六
二
〇

名
・
五
三
〇
名
と
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
の
時
代
も
本
来
あ
る
べ
き
数
の
約

二
・
二
倍
の
家
臣
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
実
態
と
乖
離
し
て
い

る
こ
と
は
藩
か
ら
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

他
の
重
臣
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
も
う
一
家
の
永
代
家
老
で
あ
る
福
原
家
と

比
較
を
し
て
み
た
い
。
福
原
家
は
約
一
万
一
三
一
四
石
で
、
幕
末
期
の
分
限
帳）

11
（

に
よ
る
と
家
臣
数
は
慶
應
二
（
一
八
六
六
）
年
で
三
二
四
名
で
あ
る
。
規
定
で

は
二
二
六
名
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
一
・
四
倍
の
家
臣
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
ち
ら
も
規
定
を
超
え
て
は
い
る
も
の
の
、
益
田
家
の
家
臣
の
多
さ
は
格
別
で

あ
り
、
一
つ
の
特
異
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

四
、
各
階
級
の
禄
高

　

次
に
各
階
級
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

家
老
は
五
家
、
す
べ
て
益
田
家
か
ら
の
派
生
な
い
し
姻
戚
関
係
に
あ
る
家
で

あ
る
。
禄
高
が
最
も
高
い
の
は
橋
詰
益
田
家
二
〇
〇
石
、
次
い
で
一
七
代
宗
兼

の
次
男
で
一
八
代
尹
兼
の
弟
に
あ
た
る
益
田
兼
任
が
祖
で
あ
る
海
蔵
庵
益
田
家

の
一
六
〇
石
で
あ
る
。
移
封
当
初
は
二
〇
〇
石
で
あ
っ
た
が
、
貞
享
五

（
一
六
八
八
）
年
に
末
期
養
子
を
と
り
四
〇
石
の
減
石
と
な
り）

11
（

、
以
降
は
そ
の

ま
ま
の
石
高
と
な
っ
て
い
る
（
①
②
）。
ち
な
み
に
、
益
田
家
の
法
令
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
が
、
末
期
養
子
に
つ
い
て
は
「
末
期
養
子
之
儀
者
、
古
法
之
通

五
歩
壱
、
或
者
拾
歩
壱
減
少
可
申
付
（
後
略）

11
（

）」
と
あ
り
、
海
蔵
庵
益
田
家
で

は
、
五
分
の
一
の
減
少
だ
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。

　

以
下
、
清
水
益
田
家
（
①
一
四
〇
石
→
②
一
六
〇
石
）・
増
野
家
（
①

一
二
〇
石
→
②
一
三
〇
石
）・
石
津
益
田
家
（
①
八
〇
石
→
②
一
〇
〇
石
）
で
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あ
り
、
微
増
は
あ
る
も
の
の
禄
高
の
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
石
津
益
田

家
は
、
も
と
も
と
は
益
田
か
ら
分
派
し
た
家
で
は
な
い
が
益
田
を
名
乗
る
こ
と

が
許
さ
れ
た
家
で
あ
る
。「
益
田
勘
兵
衛
由
来
書）

11
（

」
に
よ
る
と
、
一
九
代
藤
兼

の
二
番
目
の
妻
（
礼
仏
）
が
「
石
津
修
理
大
夫
経
頼
」
の
娘
で
元
祥
の
母
に
あ

た
る
人
物
で
あ
り
、
元
祥
出
産
後
に
兄
の
石
津
経
久
が
益
田
と
名
乗
る
こ
と
が

許
さ
れ
、
経
久
の
嫡
子
で
あ
る
兼
里
が
須
佐
へ
移
封
後
、
家
老
家
と
な
っ
て
い

る
。

　

次
に
大
組
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
大
組
は
②
③
と
も
に
四
八
名
で
あ
り
、
②

を
参
照
す
る
と
松
原
駒
之
丞
ほ
か
計
三
名
が
一
〇
〇
石
、
以
下
八
七
石
が
一

名
、
八
〇
石
が
四
名
と
続
き
、
一
番
少
な
い
禄
高
は
一
五
石
、
大
組
全
体
で
は

約
二
一
六
〇
石
と
な
り
、
平
均
は
約
四
五
石
で
あ
る
。

　

こ
の
大
組
の
禄
高
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
藩
士
と
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
藩

の
中
士
と
さ
れ
る
大
組
の
高
杉
家
（
高
杉
晋
作
）
は
禄
高
二
〇
〇
石
、
つ
ま
り

益
田
家
の
大
組
を
超
え
て
家
老
と
同
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
家
老
・
大
組

と
い
っ
て
も
藩
士
と
は
だ
い
ぶ
生
活
状
況
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
よ

う
。
た
だ
、
関
係
性
で
言
え
ば
前
述
し
た
通
り
、
大
組
一
〇
〇
石
の
松
原
家

は
、
藩
の
寄
組
士
・
大
組
士
な
ど
と
の
頻
繁
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
益
田
家
家
臣
の
上
士
と
い
う
立
場
は
藩
内
で
確
立
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

手
廻
組
は
、
②
九
六
名
③
九
七
名
で
あ
っ
た
。
大
組
同
様
②
を
参
照
す
る

と
、
一
番
高
い
禄
高
で
二
九
石
だ
が
一
〇
石
代
が
五
六
名
と
多
く
、
最
低
の
禄

高
は
四
石
、
扶
持
米
の
み
が
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
手
廻
組
全
体
で
は
約

一
一
三
五
石
、
平
均
は
約
一
二
石
で
あ
り
、
領
政
に
専
従
し
て
い
る
状
況
で
は

か
な
り
生
活
も
厳
し
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

最
後
に
四
組
で
あ
る
が
、
②
一
〇
四
名
③
一
〇
九
名
。
②
を
参
照
す
る
と
、

一
四
石
が
二
〇
名
い
る
以
外
は
す
べ
て
一
桁
の
禄
高
で
、
四
三
名
が
七
石
、
最

低
が
六
石
で
あ
っ
た
。
四
組
全
体
で
は
約
九
四
八
石
、
平
均
は
約
九
石
で
あ

る
。
四
組
は
後
述
す
る
よ
う
に
在
郷
し
て
平
時
は
農
耕
が
中
心
の
生
活
を
送
っ

て
い
た
が
、
こ
の
禄
高
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

　

五
、
家
臣
団
の
居
住
地

　

③
に
は
家
臣
の
居
住
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
各
階
級
の
居

住
地
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

家
老
五
名
は
す
べ
て
須
佐
に
屋
敷
が
あ
る
。
前
掲
【
第
二
図
】
の
絵
図
に
記

載
さ
れ
た
面
積
を
参
照
す
る
と
、
橋
詰
益
田
家
は
一
反
五
畝
五
歩
、
海
蔵
庵
益

田
家
は
一
反
三
畝
一
九
歩
、
清
水
益
田
家
は
一
反
三
畝
四
歩
（
い
ず
れ
も
屋
敷

地
の
み
の
広
さ
、
田
畠
な
ど
は
除
く
。）
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
期
に
は
様
々

な
記
録
類
か
ら
、
家
老
の
う
ち
一
家
は
萩
に
駐
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
組
は
四
八
名
の
う
ち
四
五
名
と
大
半
が
須
佐
に
居
住
し
て
い
た
。
残
る
三

名
は
、
下
田
万
村
な
ど
須
佐
以
外
の
領
地
内
に
居
住
し
た
。
手
廻
組
に
な
る
と

須
佐
に
住
ん
だ
の
は
九
七
名
の
う
ち
五
二
名
で
、
大
組
に
比
較
す
る
と
須
佐
に

居
住
す
る
割
合
が
減
っ
て
い
る
。
そ
の
分
、
四
組
が
置
か
れ
る
小
川
・
田
万
地

域
に
二
二
名
、
萩
に
一
〇
名
、
そ
れ
以
外
の
領
地
内
が
一
三
名
と
な
っ
て
い
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る
。

　

次
に
四
組
で
あ
る
。
四
組
に
つ
い
て
は
別
稿）

11
（

で
実
態
に
つ
い
て
論
じ
た
が
概

要
を
再
確
認
す
る
。
須
佐
へ
移
封
直
後
は
、
須
佐
の
周
辺
部
で
石
見
境
に
近
い

小
川
地
域
の
八
か
所
（
大
蔵
・
市
丸
・
宇
谷
・
千
疋
・
下
小
川
・
友
信
・
境
・

立
野
）
に
下
士
や
中
間
を
居
住
さ
せ
、
八
組
と
称
し
て
い
た
。
元
和
七

（
一
六
二
一
）
年
に
は
四
か
所
に
統
廃
合
さ
れ
「
四
組
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る）

1（
（

が
、
場
所
は
【
第
三
図
】
の
通
り
で
、
市
丸
・
宇
谷
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

「
奥
両
組
」
と
呼
ば
れ
、
須
佐
・
瀬
尻
が
新
設
さ
れ
「
下
両
組
」
と
呼
ば
れ
た
。

再
編
理
由
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
元
和
六
年
に
元
祥
か
ら
二
一
代
元

堯
へ
家
督
相
続
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
知
行
地
が
若
干
で
は
あ
る
が
変
化
し
た
こ

と
が
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
年
後
の
寛
永
検
地
に
お
い
て
、
八

組
の
一
つ
で
あ
る
友
信
は
寄
組
繁
沢
家
の
知
行
地
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
四
組
は
益
田
家
固
有
の
制
度
で
あ
り
、
石
州
境
の
警
衛
と
い
う
目
的
の

ほ
か
に
、
低
い
禄
高
で
は
生
活
で
き
な
い
家
臣
た
ち
が
日
常
生
活
に
お
い
て
農

耕
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
（
四
か
所
と
も
農
耕
地
帯
）。

こ
の
経
緯
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
下
士
で
あ
る
四
組
は
須
佐
で
は
な
い
地
域
に
置

か
れ
た
の
で
あ
り
、
当
然
須
佐
に
居
住
す
る
者
は
多
く
は
な
い
。
一
〇
九
名
の

う
ち
、
四
組
が
設
置
さ
れ
て
い
る
小
川
・
田
万
地
域
に
七
七
名
、
須
佐
に
二
八

名
、
萩
に
二
名
、
そ
の
他
地
域
に
二
名
で
あ
る
。
須
佐
に
つ
い
て
は
、
四
組
各

組
の
組
屋
敷
が
置
か
れ
て
、
組
の
な
か
か
ら
「
須
佐
証
人
」
と
い
う
須
佐
に
駐

在
す
る
役
を
輪
番
で
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
あ
る
程
度
の
人
数
が
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
数
は
農
耕
に
影
響
が
出
る
、
と
い
う
理
由
で
設
置

当
初
よ
り
は
人
数
が
減
ら
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
中
間
や
業
人
で
あ
る
が
、
中
間
は
二
一
一
名
の
う
ち
、
四
組
の
あ
る

小
川
・
田
万
地
域
に
一
三
四
名
、
須
佐
に
五
四
名
、
萩
に
三
名
、
そ
の
他
地
域

に
二
〇
名
と
な
っ
て
い
る
。
須
佐
に
も
一
定
数
が
い
る
が
、【
第
二
図
】
で
説

明
を
付
し
た
よ
う
な
須
佐
内
の
田
畠
の
耕
作
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
業
人
に
つ
い
て
は
、
六
〇
名
の
う
ち
須
佐
に
三
九
名
と
多
く
、
つ
い
で

萩
の
一
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
小
川
・
田
万
地
域
に
は
四
名
の
み
で
あ
り
、
そ

の
他
の
地
域
に
三
名
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
須
佐
に
居
住
し
た
の
は
、
士
分
一
三
〇
名
、
中

間
・
業
人
九
三
名
の
計
二
二
三
名
と
な
る
が
、
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
家
族
や
家
人

な
ど
が
加
わ
る
た
め
人
数
は
膨
れ
上
が
る
。
小
川
・
田
万
地
域
は
、
士
分

一
〇
〇
名
、
中
間
・
業
人
一
三
八
名
の
計
二
三
八
名
で
あ
る
。
階
級
の
内
訳
は

違
う
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
下
級
武
士
や
中
間
と
い
う
階
層
が
須
佐
市
中
と
同
じ

規
模
で
【
第
三
図
】
で
示
し
た
四
組
の
地
域
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
以
外
の
地
域
で
は
萩
に
二
九
名
、
そ
の
他
三
〇
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
に

萩
に
つ
い
て
は
家
族
や
家
人
は
須
佐
や
小
川
・
田
万
地
域
な
ど
、
別
の
地
域
に

居
住
し
、
輪
番
で
詰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
益
田
家
は
、
萩
堀
内
の
屋
敷

を
拠
点
と
し
江
戸
と
の
往
復
な
ど
永
代
家
老
と
し
て
の
職
務
が
あ
り
、
領
地
経

営
に
つ
い
て
は
家
老
以
下
家
臣
た
ち
、
特
に
家
老
・
大
組
に
依
存
し
て
い
た
。

そ
の
中
心
地
は
御
田
屋
の
あ
る
須
佐
で
は
あ
っ
た
が
、
同
規
模
で
小
川
・
田
万

の
四
組
設
置
地
域
に
も
家
臣
が
お
り
、
士
分
な
が
ら
農
耕
中
心
の
生
活
を
送
る

下
級
家
臣
た
ち
に
、
須
佐
で
の
輪
番
勤
務
や
剣
術
稽
古
な
ど
「
士
分
」
と
し
て
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の
役
務
を
果
た
す
こ
と
を
求
め
つ
つ
、
ま
た
農
村
地
域
・
漁
業
地
域
を
含
め
た

全
領
地
・
全
領
民
を
統
括
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
臣
た
ち
の
命
題
は
、
益

田
家
の
領
地
を
藩
に
対
し
て
問
題
な
い
よ
う
に
安
定
し
た
経
営
を
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
末
家
に
も
頼
り
、
時
に
は
須
佐
騒
動
の
よ
う
な
、
当
主
に

対
し
て
強
く
意
見
を
申
し
入
れ
た
り
、
家
臣
同
士
の
対
立
が
起
き
る
よ
う
な
こ

と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
五
章　

益
田
家
の
法
令

　

一
、
法
令
制
定
の
背
景

　

最
後
に
益
田
家
の
法
令
に
つ
い
て
検
討
す
る）

11
（

。
益
田
家
の
家
臣
に
対
す
る
基

本
法
は
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
長
州
藩
の
基
本
法

は
、
万
治
三
（
一
六
六
〇
）・
同
四
（
＝
寛
文
元
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
万
治

制
法
」
で
あ
り
、
家
臣
が
順
守
す
る
べ
き
法
令
、
役
職
者
の
服
務
規
程
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
地
方
支
配
に
関
し
て
は
、「
二
十
八
冊
御
書
付
」・「
四
冊

御
書
付
」・「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」
と
い
っ
た
法
令
が
制
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

益
田
家
は
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
一
世
紀
以
上
遅
れ
を
取
っ
て
の
法
整
備

で
あ
る
。
正
式
な
法
令
の
名
前
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
御
制
法
御
ケ
條
」

や
「
益
田
家
二
拾
三
ヶ
條
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。「
万
治
制
法
」
第
一
項
目
の

「
当
家
制
法
条
々
」
は
全
体
の
根
幹
を
な
す
基
本
法
で
あ
り
三
三
ヶ
条
か
ら

な
っ
て
い
る
が
、
益
田
家
で
は
こ
れ
に
あ
た
る
の
が
冒
頭
の
二
三
ヶ
条
か
ら
な

る
「
御
制
法
御
ヶ
條
」
で
あ
る
た
め
、
そ
う
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

当
然
で
は
あ
る
が
、
骨
子
と
な
る
家
臣
と
し
て
遵
守
す
べ
き
心
得
等
の
条
目
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は
「
当
家
制
法
条
々
」
に
倣
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
当
家
制
法
条
々
」
の
最
後

に
は
、
毎
年
正
月
の
政
事
始
め
（「
正
月
十
一
日
」）
に
こ
れ
を
読
知
さ
せ
よ
と

の
記
述
が
あ
る
が
、「
御
制
法
御
ヶ
條
」
に
も
同
様
に
「
毎
歳
不
怠
、
正
月
三

日
為
定
例
宜
読
知
之
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
令
が
長
州
藩
・
益
田
家
の
基
と

な
る
も
の
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
。

　

益
田
家
の
法
令
は
、
な
ぜ
近
世
後
期
に
な
っ
て
整
備
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
法
令
は
須
佐
騒
動
と
深
い
関
連
が
あ
る
。
騒
動
以
前
に
家
臣
た
ち
が
不
満

を
募
ら
せ
た
要
因
の
一
つ
が
、「
天
明
六
年
の
仕
法
替
」、
つ
ま
り
法
令
の
制
定

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
古
法
」
に
基
づ
き
な
が
ら
も
時
代
に
合
わ
せ
変
化

さ
せ
な
が
ら
慣
例
的
に
対
応
し
て
き
た
が
、
三
〇
代
就
恭
が
家
督
相
続
を
し
た

途
端
に
す
べ
て
古
法
に
戻
す
こ
と
を
目
的
に
こ
の
法
令
が
出
さ
れ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
理
由
か
ら
家
臣
た
ち
は
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
、
法
令
の
特
徴

　

本
法
令
の
内
容
に
つ
い
て
特
徴
的
な
二
点
を
検
討
す
る
。

　

一
つ
目
は
国
境
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
一
、
領
分
之
儀
者
御
国
境
ニ
付
、

公
儀
役
人
打
廻
り
等
節
々
被
差
出
、
且
他
国
人
往
来
有
之
事
ニ
候
条
、
面
々
行

規
作
法
一
入
猥
無
之
様
常
々
可
相
嗜
事
」
と
あ
り
、
な
お
か
つ
「
付　

他
家
之

者
江
対
し
当
家
之
法
令
并
密
事
を
洩
す
べ
か
ら
ず
、
縦
令
親
子
兄
弟
た
り
と
も

其
心
得
可
為
肝
要
事
」（「
御
制
法
御
ヶ
條
」
七
条
目
）
と
あ
る
。
こ
の
国
境
は

石
見
境
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
付
」
以
下
で
あ

る
。
当
然
旧
領
地
で
あ
る
石
見
国
益
田
に
は
親
類
縁
者
や
知
り
合
い
が
多
く

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
古
法
に
依
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
法
令

は
一
八
世
紀
後
半
の
制
定
で
移
封
か
ら
は
一
世
紀
半
以
上
が
経
っ
て
い
る
。
こ

れ
だ
け
時
期
が
あ
い
て
も
、「
付
」
が
必
要
な
ほ
ど
旧
領
と
交
流
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

幕
末
期
、
石
州
戦
争
の
際
に
、
益
田
家
家
臣
た
ち
は
北
第
一
大
隊
と
な
り
石

州
口
益
田
に
お
い
て
幕
府
軍
と
戦
う
こ
と
に
な
る
。
幕
府
軍
が
立
て
こ
も
っ
た

万
福
寺
・
医
光
寺
な
ど
は
い
ず
れ
も
益
田
家
と
縁
の
深
い
寺
院
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
活
躍
し
た
大
組
の
増
野
勝
太
の
残
し
た
記
録）

11
（

に
は
、
戦
い
の
地
と
な
っ

た
寺
院
は
益
田
家
先
祖
の
菩
提
所
で
あ
り
、
先
霊
が
守
っ
て
く
れ
た
、
と
い
う

記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
別
の
大
組
の
家
に
は
、
医
光
寺
ま
で
の
進
軍
の
際
、
旧

知
の
家
が
軒
先
を
通
ら
せ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
難
な
く
た
ど
り
着
い
た
、
と
い

う
言
い
伝
え
が
残
る
。
信
憑
性
に
是
非
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
根
拠
に

は
益
田
が
自
分
た
ち
の
先
祖
が
住
ん
だ
土
地
で
あ
り
、
近
世
以
降
も
継
続
し
て

人
的
物
的
交
流
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
り
合
い
も
多
く
土
地
の
様
子
も
わ
か
っ

て
い
た
、
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　

次
に
末
家
に
関
す
る
点
で
あ
る
。「
萩
御
ケ
條
」
と
名
付
け
ら
れ
た
萩
に
詰

め
る
家
臣
た
ち
の
職
務
規
定
に
つ
い
て
の
施
行
細
則
の
な
か
に
、
末
家
に
つ
い

て
の
言
及
が
あ
る
。
萩
屋
敷
で
の
来
客
対
応
で
「
御
同
列
様
」、
つ
ま
り
同
階

級
の
福
原
家
お
よ
び
一
門
六
家
に
対
し
て
は
、
出
迎
え
か
ら
見
送
り
ま
で
細
部

に
渡
っ
て
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
末
家
に
対
し
て
も
同
等
の
扱
い
を
す
る

よ
う
に
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
近
世
を
通
じ
て
、
三
家
の
末
家
は
益
田
家
を
支

え
続
け
た
こ
と
は
指
摘
し
た
が
、
養
子
を
出
す
な
ど
の
姻
戚
関
係
が
続
い
た
だ
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け
で
な
く
、
領
政
に
も
深
く
関
与
す
る
こ
と
が
あ
り
、
家
臣
た
ち
に
と
っ
て
は

最
も
密
接
で
配
慮
す
る
べ
き
関
係
で
あ
っ
た
。
先
に
指
摘
し
た
須
佐
騒
動
の
場

合
も
そ
う
だ
が
、
家
臣
た
ち
が
益
田
家
中
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
問
題
を
抱
え

た
場
合
、
そ
の
解
決
に
際
し
末
家
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
た
び
た
び
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
は
、
当
主
の
寵
愛
を
受
け
た
古
和
十
兵
衛
と
い
う

人
物
を
め
ぐ
っ
て
騒
動
が
起
き
た）

11
（

。
二
六
代
就
賢
は
末
家
の
平
安
古
益
田
家
か

ら
養
子
と
な
り
、
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
に
家
督
を
継
い
だ
が
、
部
屋
住
時

代
か
ら
古
和
十
兵
衛
を
側
に
置
き
寵
愛
し
、
ま
た
古
和
も
次
第
に
権
力
を
笠
に

着
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
和
と
い
う
名
字
は
手
廻
組
・
四
組
に
そ
れ
ぞ
れ
一
家

ず
つ
あ
る
が
、
系
図
な
ど
が
確
認
で
き
な
い
た
め
ど
ち
ら
の
家
か
は
判
然
と
し

な
い
。
し
か
し
、
大
身
で
は
な
い
古
和
が
就
賢
を
思
う
ま
ま
に
動
か
す
状
況
を

大
組
家
臣
た
ち
は
「
一
家
之
滅
亡
」
に
繋
が
る
と
憂
い
、「
古
和
兄
弟
子
共
一

党
の
身
糺
、
悉
く
仕
抹
」
し
よ
う
と
行
動
を
起
こ
す
が
、
そ
の
時
に
頼
っ
た
の

が
問
田
益
田
家
の
益
田
就
高
で
あ
っ
た
。
就
高
は
数
か
月
に
渡
っ
て
就
賢
へ
の

説
得
を
お
こ
な
い
、
二
七
代
元
道
へ
の
権
力
移
譲
や
古
和
一
族
の
粛
清
を
約
束

さ
せ
、
家
臣
た
ち
の
強
い
要
望
に
よ
り
元
道
の
後
見
役
と
な
っ
た
。
家
臣
た
ち

が
益
田
家
に
対
し
強
い
申
し
入
れ
が
で
き
る
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と

同
時
に
、
末
家
も
益
田
家
の
家
政
・
領
政
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
で
き
る
立

場
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

一
、
本
稿
の
意
義

　

本
稿
で
は
ま
ず
、
益
田
家
の
須
佐
移
封
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

益
田
家
は
中
世
か
ら
須
佐
が
有
用
な
港
で
あ
る
こ
と
を
実
体
験
と
し
て
認
識

し
、
ま
た
、
毛
利
輝
元
に
よ
る
知
行
替
に
際
し
て
も
、
須
佐
を
含
む
阿
武
郡
に

つ
い
て
、
農
業
生
産
的
観
点
か
ら
は
「
悪
所
」
と
し
な
が
ら
も
、
家
臣
団
を
随

従
し
や
す
い
と
の
理
由
も
あ
り
、
二
番
目
の
希
望
の
地
と
し
て
挙
げ
た
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
益
田
家
は
近
世
以
前
よ
り
阿
武
郡
と
須
佐
の
港
に
対
し
て
好

印
象
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
関
ケ
原
の
戦
い
を
経

て
、
毛
利
家
に
随
従
す
る
際
も
山
陽
側
を
断
り
石
見
境
で
あ
る
阿
武
郡
を
知
行

地
に
望
み
、
希
望
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
知
行
地
決
定
ま
で
の
元
祥
の
言

動
は
こ
れ
ま
で
輝
元
や
一
門
に
対
す
る
遠
慮
・
配
慮
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、

輝
元
の
配
慮
と
元
祥
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た

い
。
ま
た
、
毛
利
家
側
に
と
っ
て
も
、
益
田
家
を
家
臣
と
す
る
こ
と
は
喜
ば
し

い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
〇
〇
〇
石
の
加
増
を
し
、
移
封
前
と
変
わ
ら
な

い
一
万
二
〇
〇
〇
石
余
の
禄
高
で
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に

随
従
し
た
時
点
で
益
田
家
は
毛
利
家
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
る
立
場
で
あ
り
、
近

世
後
期
の
須
佐
騒
動
で
益
田
家
が
罰
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
そ
の
特
異
性
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
近
世
の
益
田
家
は
多
く
の
家
臣
を
有
し
、
中
心
地
と
な
る
須
佐
に

お
い
て
家
老
や
大
組
と
呼
ば
れ
る
家
臣
が
中
心
と
な
っ
て
領
政
運
営
を
お
こ
な
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い
、
周
辺
地
域
に
は
四
組
と
呼
ば
れ
る
下
士
を
在
郷
さ
せ
、
国
境
経
営
に
あ
た

ら
せ
た
。
ま
た
、
旧
領
で
あ
る
益
田
と
の
往
来
は
近
世
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ

て
お
り
、
幕
末
期
に
は
三
三
代
益
田
親
施
が
密
か
に
益
田
の
地
を
訪
れ
、
先
祖

ゆ
か
り
の
寺
社
を
廻
っ
た
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
領
地
運
営
に
つ
い

て
は
ほ
ぼ
家
臣
に
一
任
さ
れ
て
い
る
状
態
で
、
末
家
の
三
家
が
積
極
的
に
領
政

へ
参
加
を
し
て
い
た
。
末
家
・
家
臣
と
も
に
、
当
主
に
対
し
て
も
忌
憚
な
く
意

見
を
伝
え
ら
れ
る
関
係
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
益
田
家
の
領
政
を
自
分
た
ち

の
責
務
と
し
て
い
た
故
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
は
本
稿
で
分
析
し
た
基
礎
的
事
項
を
も
と
に
、
他
の
知
行
地
と
の
比
較

を
お
こ
な
い
つ
つ
、
益
田
家
の
特
異
性
が
い
か
な
る
場
面
に
お
い
て
顕
著
で

あ
っ
た
か
を
追
求
し
て
み
た
い
。

　

二
、
萩
市
東
部
地
域
研
究
の
意
義

　

地
域
史
の
意
義
と
は
、
決
し
て
そ
の
地
域
の
詳
細
な
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。
当
該
地
域
で
い
え
ば
、
長
州
藩
と
の
関
係
性
や

与
え
る
影
響
な
ど
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
藩
制
史
研
究
の
一
助

と
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
発
展
方
向
性
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
動
き
の
な
か
っ
た
地
域
史
研
究
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
住
民
の
意
識
が

地
域
の
歴
史
に
向
け
ら
れ
、
家
蔵
の
資
料
に
つ
い
て
情
報
が
集
ま
る
な
ど
の
二

次
的
効
果
も
生
ま
れ
る
。
本
年
度
は
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
延
期
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
県
内
の
大
学
や
研
究
者
、
そ
し
て
地
元
の
有
志
の
方
々

と
歴
史
を
活
か
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
も
計
画
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
単
独
で
は
成
し
え
な
か
っ
た
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地

域
の
動
き
を
躍
動
さ
せ
、
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
、

地
域
史
研
究
の
重
要
な
役
目
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
1
）　

藩
名
は
、
萩
藩
・
山
口
藩
な
ど
は
使
わ
ず
長
州
藩
で
統
一
す
る
。

（
2
）　

益
田
家
の
家
臣
は
毛
利
家
の
「
陪
臣
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
主
に
益
田
家

内
部
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
た
め
、
特
に
注
記
を
し
な
い
限
り
、「
家
臣
」

と
記
し
た
場
合
は
益
田
家
の
家
臣
を
指
す
。
ま
た
同
様
の
理
由
か
ら
、「
当
主
」

は
益
田
家
の
当
主
を
指
し
、
寄
組
末
家
や
家
老
の
益
田
家
に
つ
い
て
は
そ
の
都

度
記
載
す
る
。

（
（
）　

本
稿
で
は
近
世
益
田
家
の
知
行
地
を
「
領
地
」
と
表
記
す
る
。

（
（
）　

最
も
高
い
禄
高
は
、
一
門
で
あ
る
右
田
毛
利
家
の
一
万
六
〇
二
三
石
余
で
、

益
田
家
は
そ
れ
に
次
ぐ
二
番
目
の
禄
高
で
、
一
万
二
〇
六
三
石
余
で
あ
る
。（
田

村
哲
夫
編
『
近
世
防
長
諸
家
系
図
綜
覧
』　

マ
ツ
ノ
書
店　

一
九
八
〇
年
）

（
5
）　

石
川
卓
美
『
防
長
歴
史
用
語
辞
典
』（
マ
ツ
ノ
書
店　

一
九
八
六
年
）
の
「
地

方
知
行
」
の
項
に
詳
し
い
。

（
（
）　

重
田
麻
紀
「
永
代
家
老
益
田
家
の
四
組
に
つ
い
て
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』

第
一
一
六
号　

二
〇
一
六
年
）。

（
7
）　

重
田
麻
紀
「
萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動
」（『
史
学
』
第
八
二

巻
第
一
・
二
号　

二
〇
一
三
年
）。

（
（
）　

須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』（
須
佐
町　

一
九
九
三
年
）。

（
（
）　
『
大
規
模
武
家
文
書
群
に
よ
る
中
・
近
世
史
料
学
の
統
合
的
研
究
―
萩
藩
家
老

益
田
家
文
書
を
素
材
に
―
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

研
究
代

表
者
久
留
島
典
子　

二
〇
〇
八
年
）。
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（
10
）　

上
田
純
子
「
長
州
藩
の
国
事
周
旋
と
益
田
右
衛
門
介
」（
明
治
維
新
史
学
会
編

『
幕
末
維
新
の
政
治
と
人
物
』　

有
志
舎　

二
〇
一
六
年
）。

（
11
）　

中
世
で
は
「
益
田
氏
」
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣

う
。
本
稿
で
「
益
田
家
」
と
記
載
す
る
場
合
は
、
近
世
に
お
け
る
永
代
家
老
の

益
田
家
を
指
し
、
末
家
や
家
老
と
な
っ
た
分
家
な
ど
は
含
ま
な
い
。

（
12
）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書　

家

わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
一
～
四
』（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
〇
～

二
〇
一
二
年
）
や
、
益
田
市
教
育
委
員
会
編
『
中
世
益
田
・
益
田
氏
関
係
史
料

集
』（
益
田
市
・
益
田
市
教
育
委
員
会　

二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1（
）　

二
〇
一
六
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
共
同
研
究
「
中

世
日
本
の
地
域
社
会
に
お
け
る
武
家
領
主
支
配
の
研
究
」（
研
究
代
表
者　

田
中

大
喜
）。

（
1（
）　

益
田
家
家
老
の
「
清
水
益
田
家
文
書
」
な
ど
家
臣
の
文
書
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。

（
15
）　

庄
屋
の
大
谷
家
に
残
さ
れ
た
文
書
。
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
課
編
『
下
田

万
村
庄
屋
大
谷
家
歴
史
資
料
目
録
』（
山
口
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
七
年
）
に

詳
し
い
。

（
1（
）　

年
刊
で
『
温
故
』
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
て
お
り
、
主
に
資
料
翻
刻
を
掲
載

し
て
い
る
。

（
17
）　

萩
市
旧
郡
部
の
歴
史
に
も
目
を
向
け
活
性
化
を
推
進
す
る
藤
道
健
二
市
長
の

ご
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
し
て
お
く
。

（
1（
）　

原
慶
三
「
益
田
氏
系
図
の
研
究　

―
中
世
前
期
益
田
氏
の
実
像
を
求
め
て
―
」

（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
二
三
号　

二
〇
一
三
年
）、
益
田
市
教

育
委
員
会
編
『
中
世
益
田
も
の
が
た
り
』（
益
田
市
・
益
田
市
教
育
委
員
会　

二
〇
一
七
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
参
考
に
国
兼
を
初
代
当

主
と
し
、
以
降
初
出
の
当
主
名
に
は
代
数
を
表
記
す
る
。

（
1（
）　

岸
田
裕
之
『
大
名
領
国
の
経
済
構
造
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
、

益
田
氏
の
交
易
に
つ
い
て
は
前
掲
『
中
世
益
田
も
の
が
た
り
』
な
ど
多
く
の
論

考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
一
』（
二
八
九
）。

（
21
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
二
』（
三
四
六
）。

（
22
）　

前
掲
『
中
世
益
田
も
の
が
た
り
』。

（
2（
）　

毛
利
博
物
館
所
蔵
「
益
田
元
祥
書
状
」。

（
2（
）　

加
藤
益
幹
「
石
見
益
田
と
転
封
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
五
号　

一
九
九
〇
年
）。

（
25
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
二
』（
四
六
一
）。

な
お
引
用
部
分
は
新
字
に
改
め
た
。（
以
降
引
用
に
つ
い
て
は
同
様
だ
が
、
固
有

名
詞
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。）

（
2（
）　

前
掲
『
須
佐
町
誌
』、
西
村
武
正
編
『
毛
利
藩
の
永
代
家
老　

益
田
氏
と
須

佐
』（
萩
市
須
佐
公
民
館　

一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（
27
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
二
』（
四
三
三

「
宗
瑞
書
状
」）。

（
2（
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
二
』（
四
六
一
）。

本
項
で
の
引
用
は
全
て
本
文
書
か
ら
で
あ
る
。

（
2（
）　

前
掲
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
二
十
二　

益
田
家
文
書
之
二
』（
三
五
四

「
石
見
美
濃
郡
益
田
元
祥
領
検
地
目
録
」）。

（
（0
）　

萩
博
物
館
所
蔵
「
萩
城
下
町
絵
図
」・
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
萩
城
下
絵
図
」

（
袋
入
絵
図
二
五
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
（1
）　

松
原
清
氏
所
蔵
松
原
家
文
書
「
寅
ノ
五
月
覚
書
一
冊
」
に
よ
る
と
、
二
六
代

就
賢
と
二
七
代
元
道
が
山
屋
敷
に
住
ん
だ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

（
（2
）　

前
掲
松
原
家
文
書
に
は
、
益
田
家
家
臣
だ
っ
た
松
原
家
と
毛
利
家
家
臣
・
陪

臣
ら
と
の
賀
状
の
や
り
と
り
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
広
い
交
友
関
係
が
う
か

が
え
る
。

（
（（
）　

前
掲
「
萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動
」。
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（
（（
）　

山
口
県
文
書
館
編
『
防
長
風
土
注
進
案　

第
二
一
巻　

奥
阿
武
宰
判
』（
山
口

県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四
年
）。

（
（5
）　

前
掲
『
毛
利
藩
の
永
代
家
老　

益
田
氏
と
須
佐
』。

（
（（
）　

幕
末
期
に
は
邑
政
堂
と
改
称
。
ま
た
、
長
州
藩
が
各
地
域
に
置
い
た
代
官
を

駐
在
さ
せ
る
「
勘
場
」
と
同
名
で
あ
る
が
別
物
で
あ
り
、
奥
阿
武
宰
判
の
勘
場

は
吉
部
村
（
現
在
の
萩
市
吉
部
上
）
で
あ
る
。

（
（7
）　

前
掲
『
近
世
防
長
諸
家
系
図
綜
覧
』。
他
の
末
家
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
（（
）　

前
掲
「
萩
藩
家
老
益
田
家
中
に
お
け
る
須
佐
騒
動
」。

（
（（
）　

萩
博
物
館
寄
託
平
安
古
益
田
家
文
書
「
被
仰
渡
書
」。

（
（0
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
寄
託
益
田
家
文
書
（
Ｂ
25
︲
22
︲
２
）。

（
（1
）　

前
掲
『
中
世
益
田
・
益
田
氏
関
係
史
料
集
』。

（
（2
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
寄
託
益
田
家
文
書
（
Ｂ
25
︲
22
︲
１
）。

（
（（
）　

増
野
亮
氏
提
供
、
原
本
は
不
明
。

（
（（
）　

萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
荻
野
家
文
書
（
１
２
７
９
）。

（
（5
）　

末
松
謙
澄
『
防
長
回
天
史　

一
』（
マ
ツ
ノ
書
店　

一
九
九
一
年
）。

（
（（
）　

渡
辺
翁
記
念
文
化
協
会
編
『
福
原
家
文
書　

下
巻
』（
渡
辺
翁
記
念
文
化
協
会　

一
九
九
五
年
）。

（
（7
）　

益
田
耕
二
氏
所
蔵
「
海
蔵
庵
益
田
家
系
図
（「
當
家
畧
系　

益
兼
」）」。

（
（（
）　

萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
清
水
益
田
家
文
書
「
御
制
法
御
ヶ
條
」（
Ｓ
︲

１
）。

（
（（
）　

山
口
県
文
書
館
寄
託
増
野
家
文
書
（
４
２
１
）。

（
50
）　

前
掲
「
永
代
家
老
益
田
家
の
四
組
に
つ
い
て
」。

（
51
）　

前
掲
増
野
家
文
書
「
四
組
人
高
其
外
覚
書
」（
１
５
８
）。

（
52
）　

前
掲
『
近
世
防
長
諸
家
系
図
綜
覧
』。

（
5（
）　

前
掲
「
四
組
人
高
其
外
覚
書
」（
１
５
８
）。

（
5（
）　

重
田
麻
紀
監
修
・
須
佐
郷
土
史
研
究
会
東
京
支
部
編
『
温
故
二
九
号　

萩
藩

永
代
家
老
須
佐
益
田
家
の
法
令
（
上
）』（
須
佐
郷
土
史
研
究
会　

二
〇
二
〇
年
）

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
55
）　

長
州
藩
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
所
蔵
文
書

解
説
、
お
よ
び
山
口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料　

法
制
上
』（
山
口
県
文
書
館　

一
九
七
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
5（
）　

前
掲
増
野
家
文
書
「
長
州
征
伐
石
州
益
田
合
戦
実
地
録
」（
１
４
２
）。

（
57
）　

前
掲
松
原
家
文
書
「
寅
ノ
五
月
覚
書
一
冊
」。

（
5（
）　

萩
市
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
清
水
益
田
家
文
書
（
１
０
３
７
）。
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重田　麻紀

Management of Fief by a Chief Retainer of
Lord Mōri of Chōshū in Early Modern Japan:

With Special Reference to the Case of the Masuda Family

SHIGETA Maki

　　This paper intends to clarify the background to the move of the fief of the Masuda 
Family from Masuda to Susa at the beginning of the seventeenth century and other basic 
aspects of the management of the fief and retainers of the Masuda Family. The Masuda 
Family was a local feudal lord in control of Masuda in the old province of Iwami since the 
early twelfth century and served for Lord Mōri as a chief retainer since 1557. In 15（1, Lord 
Mōri was entrusted by Toyotomi Hideyoshi to rule eight provinces in the western mainland 
Japan, including Iwami,
　　Masuda is now the modern city of Masuda in the western end of Shimane Prefecture 
on the Sea of Japan coastal region of the mainland Japan, and Susa is now a part of Hagi 
City on the Sea of Japan coastal region, old province of Nagato, Yamaguchi Prefecture, 
western end of the mainland Japan. It is also the purpose of this paper to find out a 
characteristic nature of the relationship between Lord Mōri and Masuda Family and put the 
place of the Masuda Family into the context of the administration of the Chōshū domain in 
during Tokugawa Period（1（00-1（（（）.
　　The Masuda Family may be labelled as a “marine-based feudal lord” and at some point 
gained control over the Abu County where Susa was located.  Moreover, a good port was 
situated in Susa, which was very attractive to the Masuda Family. After Lord Mōri lost the 
battle of Sekigahara in 1（00, the Tokunaga Shogunate only granted Lord Mōri to rule the 
provinces of Nagato and Su’ō. This meant that the Masuda Family had to find a new fief in 
these provinces. At that time, Lord Mōri suggested that the Masuda Family’s new fief 
should be somewhere on the coastal region of the Inland Sea, such as the Su’ō province or 
southern part of the Nagato province. On the contrary, Masuda Motonaga（155（-1（（0）
refused the suggestion and instead asked for Susa near the border with Iwami. Despite 
previous research, the author considers significant that Masuda Motonaga strategically chose 
the Abu County for his new fief and that Lord Mōri favorably granted Motonaga’s request.
　　After the Masuda Family’s fief moved to the Abu County, the Masuda Family 
developed Susa and its surrounding areas in order to allow more than （00 retainers, their 
families and relatives to reside there. The Masuda Family let middle- and low-ranking 
retainers with small stipend reside outside Susa along the border with Iwami. The Masuda 
Family expected these middle- and low-ranking retainers to live on their own and to defend 
the border. Because the head of the Masuda Family was a close aid to Lord Mōri and 
always worked outside Susa, retainers of the Masuda Family and the three major branch 
families of the Masuda Family were put in charge of the management of the fief. Whenever 
disputes occurred between retainers, the three branch families were heavily involved to 
solve the disputes. This system was maintained so that the Masuda Family was not made 
responsible for these disputes within the fief.
　　In other words, Lord Mōri treated favorably the Masuda Family, and the Masuda 
Family was free from outcomes of any disputes within the fief. The author considers that 
these were maintained throughout the Tokugawa Period. The author points out that the 
relationship between Lord Mōri and Masuda Family was rather distinguished from the 
cases of other feudal domains in the Tokugawa Period. As to the relationship between the 
head of the Masuda Family and his retainers, the three branch families and retainers were 
made responsible for the management of the fief, and members of the three branch families 
and retainers were allowed to express their own opinions.

Keywords: local history of Japan, early Tokugawa Period, management of a fief, Chōshū 
domain.
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